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令和８年度 美祢市一般廃棄物処理実施計画 

１ 計画の位置づけ 

  この計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

 第 6条第 1項の規定に基づき、令和８年度一般廃棄物処理実施計画を定める。 

 

２ 計画期間 

  令和８年 4月 1日から令和９年 3月 31日まで 

 

３ 処理を行う廃棄物の種類 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 2条に規定する一般廃棄物 

 

４ 処理区域 

  美祢市全域 

 

５ 一般廃棄物排出量及び処理実績 

（１）一般廃棄物排出量の推移 

  ①ごみ 

区分/年度 R2 R3 R4 R5 R6 

家庭ごみ  (t) 7,026 6,802 6,473 6,178 5,898 

事業系ごみ(t) 569 683 666 657 540 

合計(t) 7,595 7,485 7,139 6,835 6,438 

 

  ②し尿、浄化槽汚泥 

区分/年度 R2 R3 R4 R5 R6 

し尿(kl) 3,881 3,622 3,567 3,816 3,349 

浄化槽汚泥（kl) 12,101 11,990 12,207 11,491 11,606 

合計(kl) 15,982 15,612 15,774 15,307 14,955 

 

（２）一般廃棄物処理実績及び見込 

区  分 令和 6年度実績 令和 7年度見込※ 令和 8年度見込※ 

ごみ(t) 6,438 6,373 6,309 

し尿(kl) 3,349 3,110 2,967 

浄化槽汚泥(kl) 11,606 11,243 11,204 
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６ 処理施設の概要 

  収集した廃棄物について、下記施設で適正に中間処理及び最終処分を行う。 

（１）ごみ処理施設 

  ①中間処理施設 

施設名称 美祢市カルストクリーンセンター 

所在地 美祢市秋芳町岩永下郷 10315番地 2 

ごみ燃料化施設 

供用開始 平成 11年 

処理能力 28t/日 

処理方式 ＲＤＦ（可燃ごみ固形燃料化） 

   

施設名称 美祢市リサイクルセンター 

所在地 美祢市大嶺町西分 2982番地 

リサイクルセンター 

供用開始 平成 12年 

処理能力 1t/日（空缶類・ペットボトル） 

処理方式 選別・圧縮・梱包・貯留 

   

施設名称 美祢市秋芳一般廃棄物保管施設地 

所在地 美祢市秋芳町秋吉 10811番地 

保管施設 
供用開始 平成 11年 

対象処理物 固形燃料化できないごみ 

 

（２）最終処分場 

施設名称 美祢市一般廃棄物最終処分場 

所在地 美祢市大嶺町西分 2982番地 

最終処分場 

埋立開始 平成 12年 

埋立面積 4,500㎡ 

埋立容量 22,000㎥ 

浸出水処理能力 20㎥/日 

浸出水処理方式 
接触ばっ気（脱窒素処理）方式＋ 

凝集沈殿処理＋高度処理＋滅菌処理 
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施設名称 美祢市美東一般廃棄物最終処分場 

所在地 美祢市美東町赤 3214番地 

最終処分場 

埋立開始 平成 2年 

埋立面積 2,800㎡ 

埋立容量 16,500㎥ 

浸出水処理能力 20㎥/日 

浸出水処理方式 生物処理（脱窒素処理なし） 

 

７ 収集運搬計画 

（１）収集運搬計画 

  ①収集区域の範囲 

    美祢市全域とする。 

  ②収集の方法 

    生活系ごみは委託収集とし、事業系ごみは許可収集で行う。分別収集 

   の区分は表１のとおりとする。 

  ③収集運搬の方法 

    収集運搬の方法は表２のとおりとする。 

※固形燃料化できるごみ袋 ：大 50ℓ、小 30ℓ、特小 20ℓ 

固形燃料化できないごみ袋：大 50ℓ、小 30ℓ 

  ・固形燃料化できないごみのうち市指定のごみ袋に入らない金属類、硬質 

プラスチック類、その他のごみについては納付券を貼付し市に届出があ 

った各地区のごみステーションに排出する。 

  ・粗大ごみは年 4回収集を行う。（排出者が申込みを行い、排出するごみの 

大きさ、品目、排出場所に応じた金額分の納付券を貼付する。） 

  ③収集の回数 

   家庭から排出されるごみ及び粗大ごみは、市が年間スケジュール（美祢 

市家庭ごみ収集カレンダー）を作成し、各戸に配布するとともに、美祢 

市ホームページに掲載する。 
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表１ 分別収集の区分 

 

 

表２ 収集運搬の方法 
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８ ごみの排出抑制に向けた取り組み 

  美祢市一般廃棄物処理基本計画における基本理念、基本方針に基づき、ご 

 みの排出抑制に向けた取り組みを推進する。 

（１）基本理念 

    ３Ｒ（スリーアール）の推進 

（２）基本方針 

  ①排出抑制の推進 

   ・市民意識の向上 

   ・流通、販売事業者との協力推進 

   ・協議体制の整備 

  ②再使用・再利用の推進 

   ・分別の徹底 

  ③適正処理の推進 

   ・収集体制の充実 

   ・再使用、再生利用の充実 

   ・減量化、減容化の推進 

（３）排出抑制のための方策 

  ①環境学習の充実 

  ②出前講座の実施 

  ③販売店協力の要請 

  ④エコショップ認定制度の創設 

  ⑤マイバッグ運動やレジ袋対策 

  ⑥３Ｒ推進の拡大 

  ⑦住民及び事業者への施策 

  ⑧有料化施策の継続 

  ⑨生ごみの減量化 

  ⑩食品ロスの削減 

 

９  再生利用・再資源化計画 

  本市では可燃ごみの固形燃料化をはじめとし、様々な再生利用・再資源化 

方策を実施している。集団回収の活性化を図るとともに、ごみの分別を徹底 

することで埋立処分されているごみの中に混入されている再生可能品目の再 

生利用に努める。 

 【中間処理での資源化】 

   固形燃料化できるごみは、カルストクリーンセンターで固形燃料化処理 

を行い、固形燃料化できないごみについては既存施設での資源回収を行う。 
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  参考：固形燃料（RDF）製造量実績 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

RDF製造量 4,449t 4,494t 4,359t 4,291t 3,953t 

 

10 生活排水処理計画 

（１）生活排水処理（し尿、浄化槽汚泥）の概要 

   本市で発生する生活雑排水及び生し尿は、公共下水道、コミュニティプ 

  ラント、農業集落排水施設、合併処理浄化槽、単独浄化槽（みなし浄化槽） 

で処理を行い、公共用水域に放流されている。 

   汲み取りし尿、コミュニティプラント、農業集落排水施設、合併処理浄 

化槽、単独浄化槽（みなし浄化槽）で発生する汚泥は、本市で管理する「美 

祢市衛生センター」へ搬入し、処理を行う。 

 

（２）処理施設の概要 

し尿処理施設 

施設名称 美祢市衛生センター 

所在地 美祢市大嶺町西分 1557番地 

竣工年月 昭和 63年 

処理能力 48㎘/日（生し尿 12㎘/日、浄化槽汚泥 36㎘/日） 

処理方式 標準脱窒素処理方式＋高度処理 

その他 基幹的設備改良工事（R4～R7） 

 

（３）生活排水の処理主体 

  生活排水の処理主体を表３に、処理体系を図１のとおりとする。 

   

表３ 生活排水の処理主体 

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体 

公共下水道 生し尿及び生活雑排水 美祢市 

農業集落排水施設 生し尿及び生活雑排水 美祢市 

コミュニティプラント 生し尿及び生活雑排水 美祢市 

合併処理浄化槽 生し尿及び生活雑排水 個人等 

単独浄化槽（みなし浄化槽） 生し尿 個人等 

し尿処理施設 生し尿及び浄化槽汚泥 美祢市 
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 図１ 生活排水の処理体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）脱水汚泥はセメント会社への引き取りを行い、セメント原料として資源 

化する。 
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（４）収集運搬計画 

  ①計画の方針 

    本市で発生する生し尿・浄化槽汚泥については、収集量に見合った収 

   集体制の効率化・円滑化を図るものとする。 

  ②計画収集区域 

    原則として、下水道処理区域以外の市内全域とする。 

  ③収集運搬の方法 

    生し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬は、現状どおり生し尿を直営及び委 

   託業者が、浄化槽汚泥を許可業者が行うものとする。 

 

11 生活排水処理対策の取り組み 

  美祢市一般廃棄物処理基本計画における生活排水処理に係る理念・目標に 

に基づき生活排水処理対策の取り組みを以下のとおり推進する。 

 【住民に対する広報・啓発活動】 

  ①環境情報の提供 

  ②地域住民との連携 

  ③家庭での生活排水対策の実践の普及、エコライフの充実 

  ④集合処理（公共下水道、農業集落排水施設、コミュニティプラント）へ 

の接続 

  ⑤合併処理浄化槽への転換（設置係る費用の助成） 
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